
大泉町木造住宅耐震改修事業の実施について

大泉町木造住宅耐震改修事業補助金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとお

りです。

１ 交付目的

地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、大泉町

耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震改修を行う者に対して当該耐震

改修に係る費用の一部を補助することにより、地震に対する木造住宅の安全

性の向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的としま

す。

２ 内容

補助対象者 次のいずれにも該当する個人とします。

１ 町内の対象木造住宅の所有者

２ 町税の滞納がない者

※ 「対象木造住宅」とは、次のいずれにも該当する

ものとします。

１ 昭和５６年５月３１日以前に着工された一戸建て

の住宅又は併用住宅で住宅部分の床面積が２分の１

以上の木造住宅

２ 平屋建て又は２階建ての住宅

３ 在来軸組構法により建築された住宅

４ 耐震性に係る上部構造評点が１．０未満と診断さ

れた住宅

補助対象事業（補助 対象木造住宅に係る耐震改修を行い、当該耐震改修

対象となる耐震改 後の耐震性に係る上部構造評点の耐震診断が１．０以

修） 上「倒壊しない又は一応倒壊しない」となった場合に

補助を行います。この場合、耐震性の評価（耐震診

断）は、一般社団法人日本建築防災協会発行の「木造

住宅の耐震診断と補強方法」に規定する一般診断法又

は精密診断法によるものとします。

※ 耐震改修における設計者及び工事監理者は次のい

ずれかに掲げる者とします。

１ 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則に

規定する木造住宅耐震診断資格者講習を修了してい

る者

２ 群馬県が実施する木造住宅耐震診断技術者養成講

習を修了している者

３ 一般社団法人群馬県建築士事務所協会から木造住

宅耐震診断調査資格者の認定を受けている者

４ 一般社団法人群馬県木造住宅産業協会に木造住宅



耐震診断士の登録をしている者

５ 一般社団法人群馬県建築士会が行う「木造住宅の

耐震診断と補強方法講習会」の受講を終了し、建築

士事務所又は建設会社等に所属している者

※ 耐震改修工事は、補助対象事業の認定を受けた日

の属する年度の２月末までに完了しなければなりま

せん。

補助対象経費 補助対象事業に係る設計費、工事監理費及び工事費

について補助を行います。

交付金額 補助対象経費の３分の１以内の額で、１００万円を

限度とします。

※ 交付金額に１,０００円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り捨てるものとします。

３ 交付手続

認定申請の方法 補助対象事業を行おうとする人は、耐震改修工事に

着手する前に、大泉町木造住宅耐震改修事業認定申請

書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて申請して

ください。

１ 耐震改修事業概要書（様式第２号）

２ 耐震改修工事設計図書（案内図、配置図、平面

図、詳細図、現地の調査写真その他の関係資料）

３ 耐震改修工事に係る部分に要する費用の見積書及

び数量算定書（設計、工事監理費及び工事費）

４ 対象木造住宅の耐震診断報告書及び耐震改修後の

耐震診断報告書の写し

５ 設計及び工事監理を行う者の資格を証明する書類

の写し

６ 建築確認通知書の写し（耐震改修工事により建築

確認が必要な場合に限る。）

７ その他町長が必要と認めた書類

補助対象事業の認定 提出された申請書類の審査を行い、適当であると認

時期等 めるときは、大泉町木造住宅耐震改修事業認定通知書

（様式第３号）により通知します。

認定事業の変更の方 認定を受けた事業の変更をしようとするときは、遅

法 滞なくその旨を大泉町木造住宅耐震改修事業変更申請

書（様式第４号）に変更に係る書類を添えて申請し、

承認を受けなければなりません。

変更の承認時期等 提出された申請書類の審査を行い、適当であると認

めるときは、大泉町木造住宅耐震改修事業変更承認通

知書（様式第５号）により申請者に通知します。



認定事業の取下げ 認定を受けた事業を中止しようとするときは、大泉

町木造住宅耐震改修事業中止届（様式第６号）を提出

しなければなりません。

完了報告書等の提出 補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業

完了の日から起算して３０日を経過した日又は補助対

象事業の認定を受けた日の属する年度の２月末日のい

ずれか早い日までに、大泉町木造住宅耐震改修事業完

了報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて申

請してください。

１ 大泉町木造住宅耐震改修事業実績書（様式第８

号）

２ 大泉町木造住宅耐震改修事業補助金交付決定申請

書兼補助金支払請求書（様式第９号）

３ 耐震改修に係る次の工事写真

(1) 工事箇所ごとの耐震改修工事の着工前、工事中

及び完了後の写真

(2) 主要材料の形状、寸法及び仕様に係る材料写真

４ 耐震改修工事に係る監理報告書の写し

５ 補助対象経費に係る契約書及び領収書の写し

６ 検査済証の写し（耐震改修工事により建築確認が

必要な場合に限る。）

７ 代理受領に係る委任状（耐震改修工事を行った事

業者に補助金の受領を委任するときに限る。）（様

式第１０号）

８ その他町長が必要と認めた書類

補助金の交付時期等 提出された申請書類の審査を行い、適当であると認

めるときは、大泉町木造住宅耐震改修事業補助金交付

決定通知書兼補助金支払通知書（様式第１１号）によ

り通知し、補助金を交付します。

補助金の返還等 補助認定者が次のいずれかに該当したときは、補助

事業の認定を取り消します。

１ 偽りその他不正な手段により補助認定者となった

とき又は補助金の交付を受けたとき若しくは受けよ

うとしたとき。

２ 補助事業の認定の内容又はこれに付した条件その

他法令等に違反したとき。

また、既に補助金を交付しているときは、指定した

期限までに、その全部または一部を返還しなければな

りません。

その他 １ 補助対象者は、大泉町補助金等に関する規則及び

この要項に記載の事項を遵守しなければなりませ

ん。

２ 耐震改修に関連しないリフォーム工事は補助の対

象になりません。リフォーム工事を併せて行う場合

は、見積書及び契約書は耐震改修工事と別に作成し



てください。

４ 各種様式

申請書等の様式 １ 大泉町木造住宅耐震改修事業認定申請書（様式第

１号）

２ 耐震改修事業概要書（様式第２号）

３ 大泉町木造住宅耐震改修事業変更申請書（様式第

４号）

４ 大泉町木造住宅耐震改修事業中止届（様式第６

号）

５ 大泉町木造住宅耐震改修事業完了報告書（様式第

７号）

６ 耐震改修事業実績書（様式第８号）

７ 大泉町木造住宅耐震改修事業補助金交付決定申請

書兼補助金支払請求書（様式第９号）

８ 大泉町木造住宅耐震改修補助事業補助金の代理受

領に係る委任状（様式第１０号）

※ 参考

１ 大泉町木造住宅耐震改修事業認定通知書（様式第

３号）

２ 大泉町木造住宅耐震改修事業変更承認通知書（様

式第５号）

３ 大泉町木造住宅耐震改修事業補助金交付決定通知

書兼補助金支払通知書（様式第１１号）

５ 事業期間

期 間 令和３年８月１日から

６ 担当部署

大泉町都市整備課 電話 ０２７６（６３）３１１１


